
府
労
組
連
は
、
６
月
２
日
に
「
夏

季
要
求
書
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
下
に
お
け
る
緊
急
要
求
）
」

を
提
出
し
、
事
務
折
衝
を
重
ね
、
コ

ロ
ナ
対
応
に
追
わ
れ
る
職
場
実
態
に

も
と
づ
き
追
及
し
、
要
求
実
現
を
求

め
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
交
渉
で
は
「
現
行
条

例
に
基
づ
く
期
末
・
勤
勉
手
当
を
６

月
30
日
に
支
給
」
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
か
か
る
国
の
抗

体
検
査
を
受
け
た
場
合
の
服
務
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
国
と
同
様
に
６

月
１
日
に
遡
っ
て
職
務
専
念
義
務
を

免
除
す
る
」
と
の
回
答
を
得
ま
し
た
。

切
実
な
要
求
で
あ
る
「
介
護
施
設

の
休
業
や
利
用
自
粛
の
要
請
が
あ
っ

た
場
合
等
、
職
免
の
対
象
拡
大
」
や

「
結
婚
休
暇
、
夏
季
休
暇
の
取
得
期

間
の
柔
軟
な
対
応
」
「
災
害
等
の
発

生
に
よ
り
、
迂
回
経
路
で
通
勤
し
た

場
合
の
旅
費
支
給
」
に
つ
い
て
は
、

前
進
的
な
回
答
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
「
今
後
の
状
況
を
踏
ま
え
対
応
」

と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
引

き
続
き
、
取
り
組
み
を
強
化
し
、
実

現
を
め
ざ
し
ま
す
。

ま
た
、
今
季
の
折
衝
・
交
渉
で
は
、

人
事
評
価
制
度
、
評
価
・
育
成
シ
ス

テ
ム
の
給
与
反
映
の
中
止
に
つ
い
て

も
強
く
求
め
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
多
く
の
職
場

が
そ
の
対
応
に
追
わ
れ
、
部
局
・
職

場
を
超
え
た
応
援
体
制
が
組
ま
れ
、

年
度
途
中
の
兼
務
発
令
や
人
事
異
動
、

在
宅
勤
務
の
拡
大
な
ど
、
想
定
を
超

え
る
状
況
が
続
き
、
大
阪
府
と
し
て

「
事
務
事
業
の
見
直
し
」
も
進
め
て

い
ま
す
。
学
校
で
も
年
度
当
初
の
休

校
が
２
ヶ
月
続
き
、
予
定
し
た
学
校

行
事
も
開
催
で
き
ず
、
オ
ン
ラ
イ
ン

学
習
へ
の
対
応
や
夏
休
み
の
短
縮
、

土
曜
授
業
の
検
討
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
例
年
通
り
の

評
価
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
の
は
明

ら
か
で
あ
り
、
職
場
に
混
乱
と
無
用

な
ト
ラ
ブ
ル
を
持
ち
込
む
だ
け
で
す
。

し
か
し
、
府
当
局
は
「
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
等
に
つ
い
て
は
柔
軟
に
対
応
す
る
」

と
し
つ
つ
も
、
「
地
公
法
で
決
ま
っ

て
い
る
」
と
実
施
に
固
執
し
ま
し
た
。

府
労
組
連
は
「
混
乱
の
中
で
の
実

施
は
逆
効
果
に
し
か
な
ら
な
い
」
と

厳
し
く
追
及
し
、
給
与
反
映
だ
け
で

も
中
止
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。
ま

た
、
毎
年
実
施
し
て
い
る
「
職
員
ア

ン
ケ
ー
ト
（
知
事
部
局
）
」
に
つ
い

て
は
、
今
年
度
も
実
施
す
る
と
の
考

え
方
も
示
さ
れ
ま
し
た
。

交
渉
の
最
後
に
藤
川
委
員
長
は
、

次
の
３
点
に
つ
い
て
強
調
し
ま
し
た
。

①
こ
の
間
の
地
震
や
台
風
な
ど
自

然
災
害
時
や
今
回
の
感
染
症
対
策
に

お
い
て
、
職
員
・
教
職
員
の
不
足
が

よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
。
府
庁
に
お
い

て
は
他
部
局
応
援
も
含
め
、
職
員
が

一
丸
と
な
っ
て
対
応
し
て
い
る
が
、

長
期
間
続
け
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

学
校
で
は
一
斉
登
校
が
始
ま
り
、
部

活
動
も
始
ま
る
中
、
子
ど
も
の
安
全

を
守
る
た
め
感
染
防
止
対
策
も
求
め

ら
れ
る
。
職
員
・
教
職
員
の
長
時
間

勤
務
解
消
の
た
め
、
緊
急
に
人
を
増

や
す
な
ど
、
府
独
自
の
対
策
を
強
く

求
め
る
。

②
今
後
、
第
二
波
、
第
三
波
が
来

る
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
介
護
施
設

等
で
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
す
れ
ば
そ

の
施
設
に
頼
れ
な
く
な
る
職
員
・
教

職
員
が
出
て
く
る
。
こ
の
点
も
踏
ま

え
、
職
免
対
応
の
拡
大
等
を
強
く
求

め
る
。
ま
た
、
妊
娠
し
て
い
る
職
員
・

教
職
員
や
持
病
の
あ
る
職
員
・
教
職

員
に
対
す
る
安
全
配
慮
の
点
か
ら
の

対
応
も
引
き
続
き
求
め
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
間
の
災
害
時
の
迂

回
経
路
利
用
時
の
交
通
費
自
己
負
担

の
問
題
も
未
だ
に
解
決
さ
れ
て
い
な

い
。
早
急
に
不
利
な
扱
い
を
是
正
す

る
措
置
を
求
め
る
。

③
府
庁
に
お
い
て
は
コ
ロ
ナ
対
策

業
務
が
継
続
し
、
学
校
で
は
行
事
を

含
め
例
年
通
り
の
教
育
活
動
が
困
難

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
も
と
で
、
今

年
度
の
人
事
評
価
・
評
価
育
成
シ
ス

テ
ム
の
中
止
を
強
く
求
め
る
。

大
阪
府
も
事
務
事
業
見
直
し
案
の

中
で
掲
げ
て
い
る
よ
う
に
、
今
は
不

急
の
業
務
は
縮
小
・
見
直
し
、
新
型

コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
を
防
止
し
、
府

民
の
い
の
ち
を
守
り
、
く
ら
し
と
経

済
活
動
を
支
え
る
こ
と
に
全
力
を
尽

く
す
こ
と
を
要
請
す
る
。

今
季
の
闘
争
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中

で
交
渉
の
日
程
・
規
模
等
を
縮
小
し
、

取
り
組
み
を
進
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
府
労
組
連
は
職
場
の
切

実
な
声
を
可
能
な
限
り
集
約
し
、
折

衝
・
交
渉
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
本

日
示
さ
れ
た
最
終
回
答
で
の
到
達
点

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
問
題
点
や

要
求
の
集
約
を
重
ね
、
秋
季
年
末
闘

争
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

６
月
17
日
、
人
事
局
長
は
、
府
労
組
連
に
対
し
、
夏
季
要
求
に
か
か

る
最
終
回
答
を
行
い
ま
し
た
（
最
終
回
答
要
旨
と
府
労
組
連
の
態
度
は

裏
面
に
掲
載
）
。



◆２０２０年度 夏季要求「最終回答」と府労組連の態度 
 

要求項目 回答要旨 府労組連の態度 

１．労使慣行遵守。 良き労使関係は尊重。職員の給与、勤務条件に関わる諸問

題は所要の協議。 

引き続き遵守を

求める。 

２．新型コロナウイルス感

染症対策下においての労

働条件。 

（１）職員・教職員の安全

確保、妊娠中の職員の業務

軽減等。 

（２）学校・施設等の消毒

作業等徹底の物資・人員確

保。 

（３）過重労働対策を緊急

に行うこと。また、週休日

の確保、時間外勤務の上限

規制や勤務間インターバ

ルを徹底。 

（４）待機時間のオンコー

ル手当支給。 

（５）介護施設休業時等の

職免拡大、結婚休暇・夏季

休暇の取得期間の柔軟な

対応。 

（６）非常勤職員の在宅勤

務適用。 

（７）今年度の「新人事評

価制度」「評価・育成システ

ム」の中止。 

（８）学校再開にあたって

の執務・教育環境整備。熱

中症対策。 

（１）個々人の感染予防策の徹底や職場環境の対策の充

実など周知。引き続き、職員の健康管理及び感染予防対策

の充実を図る。妊娠中の職員・教職員の業務軽減等につい

て適切に措置するよう通知したところ。 
 
（２）消毒方法等周知し、各施設管理者にて実施。感染拡

大防止のための物品について予算措置。養護教諭・栄養教

諭の業務負担を軽減するための人的措置は困難。 
 
（３）コロナ対策における時間外勤務も適切に実施し、職

員の過重労働対策に努めているところ。引き続き「労働時

間の適正把握ガイドライン」を踏まえて適切に対応。コロ

ナ対策業務は、部局横断的な応援も含め、全庁を挙げて人

員を投入しているところ。 

（４）オンコール手当を支給することは困難。 
 
（５）職免は国の制度に準じて実施。今後も国の制度を基

本に対応。コロナにかかる国の抗体検査を受けた場合の

服務の取扱いは、６月１日に遡って職免とする。 
 
（６）非常勤職員の在宅勤務は、原則対象外であるが、所

属長等が業務内容等を勘案し、対象とすることができる。 
 
（７）地公法に基づき実施。今年度の実施にあたっては目

標設定や面談の実施時期等について柔軟に対応。 
 
（８）学校再開にあたり、注意事項に関するマニュアルを

作成し、感染防止対策を徹底。熱中症事故防止等、生徒の

安全確保のため、学校長の判断で空調機を運用できるよ

う通知。 

国の抗体検査を

受けた場合の職

免対応は了解。そ

の他は交渉継続。 

３．一時金の支給。「職務段

階別加算」廃止、全職員一

律加算等。 

現行条例に基づく期末・勤勉手当を６月３０日に支給。 一時金支給は了

解。その他は交渉

継続。 

４．府職員・教職員の適正

な定数増。 

・必要な業務量に見合った適正な配置にも努め適正な勤

務労働条件の確保等に取り組む。 

・教職員定数３，７２６人の改善。国の動きを注視し、国

へ働きかける。一層適正な定数管理に努め、適正な勤務労

働条件の確保に向けて取り組む。 

・災害等発生時の申請と異なる経路により通勤した場合、

現行規定上、旅費支給は困難。 

・災害発生時の勤務労働条件について、条例、規則等の諸

規程に基づき適切な運用に努める。 

交渉継続。 

５．出産や育児、子の看護、

障がいのある子の養育、介

護等の休暇制度の拡充。育

児部分休業、子育て部分休

業、介護時間等について、

年次休暇との併用を可能

に。 

・特別休暇については、より府民の理解を得られる制度に

する観点から、民間状況も一定反映されている国制度を

基本に見直しを行い、平成２２年度から実施していると

ころ。 

・育児部分休業、子育て部分休暇、介護時間については、

勤務を前提とした制度のため、国に準じて年次休暇との

併用はできないことになっている。 

交渉継続。 

６．労働安全衛生対策の強

化 

労働安全衛生対策については、その運営の充実に努めて

いる。引き続き、職員・教職員の健康の保持、増進を図る。 

交渉継続。 
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